
2021年 9月 22日 

 

お客様各位 

 

立川バス株式会社 

 

富士見町団地線での運賃過収受について 

 

 平素は立川バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

 弊社福生営業所「立７１」系統（立川駅南口～富士見町降車場）において 9月 19日

【日曜日】、9月 20日【月曜日（祝日）】の両日で、立川駅南口発 23時 15分発のバス

において深夜運賃にて運賃を収受していたことが判明いたしました。 

 該当のお客様に対しましては、過収受分の運賃を返金させていただきますので、お手

数ではございますが、お心当たりの方は下記までご連絡下さいますようお願い申し上げ

ます。 

 該当のお客様には大変ご迷惑お掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 

記 

１．返金対象のお客様 

  ご 利 用 日・・・2021年（令和 3年）9月 19日【日曜日】、20日【月曜日（祝日）】 

  ご利用区間・・・「立川駅南口」発、23 時 15 分の立川バスをご利用のお客様 

 

２．返金額（過収受） 

  現金でご利用のお客様・・・・・・180円 

  ＩＣカードでご利用のお客様・・・178円 

  ＩＣ定期券でご利用のお客様・・・178円 

 

３．連絡先 

  立川バス株式会社 計画課 

０４２－５２４－３１１１（平日 ９：００～１８：００） 

 

 お申し出の際にはお客様の氏名、住所、ＩＣカード番号ご利用時の状況をお伺いする

場合がございますので、予めご了承願います。 

（お伺いした内容は、本件以外での使用はいたしません。） 

 

以 上 


